
講座規約 

 

第１条（適用範囲） 

本規約は、（以下、「古文書くらぶ」を主催者という）主催者が開催する全ての講座（以下、

「本講座」という）に適用される。 

 

第２条（受講資格） 

本講座は本規約に同意し、受講申し込み後、受講料の決済が完了した者が、受講するこ

とができる。但し、受講希望者が外国人の場合は、日本語が理解できることとする。 

 

第３条（受講申込） 

本講座の受講申し込みは、講座ホームページの申し込みフォームから、開催前月の月末

までに行うものとする。 

 

第４条（申込期間） 

随時受講可能。講座ホームページの申し込みフォームから申し込みが必要。 

 

第５条（受講契約の成立） 

本規約に同意し、受講申し込み後、受講料の決済が完了した時点で受講契約が成立する

ものとする。但し、主催者の事由等により講座開催が中止になった場合は契約が成立せ

ず、決済済みの受講料は当該の受講申し込み者に全額返金される。 

 

第６条（受講料の金額） 

受講料の金額は、講座ごとに別途定めるものとする。 



 

第７条（決済方法） 

本講座の受講者は、受講料を次のいずれかの方法により支払うものとする。 

（１）クレジットカード決済：ウェブ決済で希望講座の受講料を支払う。 

（２）銀行振込決済：指定の銀行口座に希望講座の受講料を振り込む。但し、振込手数料

は受講者の負担とする。 

 

第８条（講座開催日前のキャンセル料） 

本講座については、次に定める通りキャンセル料が発生する。なお、「講座開催日」は、そ

の最初の日をいい、「講座開始」は、その最初の日の講座が始まる時点をいう。また、受講

者から本講座のキャンセルの通知があった時点とは、メールによる通知が主催者に到着

し、覚地した時点をいう。 

（１） 講座開催日の７日前から３日前までの間にキャンセル通知があった場合。 

受講料額の５０％の額 

（２） 講座開催日の２日前から講座開始の２４時間前までの間にキャンセル通知があっ

た場合。 

受講料額の８０％の額 

（３） 講座開始の２４時間前以降から講座開始までの間にキャンセル通知があった場合。 

受講料額の１００％の額 

開催日の８日前以前のキャンセルに関しては、キャンセル料は派生しないものとする。 

 

第９条（講座開催日以降のキャンセル料） 

講座開催日以降の解約（受講規約の解除）は認められない。よって、解約の申し出には応

じることはできず、受講料の返金はできないものとする。 



 

第１０条（受講料の返金） 

受講者の都合による突然の欠席については、受講料の返金は行わない。 

 

第１１条（講座の振替） 

受講者の都合で当日講座に出席できない場合の振替は、前日までにメールで通知するこ

ととする。 

 

第１２条（講座開催の中止） 

主催者側の事由により講座のコース途中でやむなく中止せざるを得なくなった場合、未受

講分の受講料は受講者に返金する。 

 

第１３条（開催人数規定） 

いずれの講座もマンツーマンレッスンとする。 

 

第１４条（オンライン講座） 

本講座をオンライン受講する場合（当該講座を以下「オンライン講座」という）は、次にあげ

る事項を厳守しなければならない。 

（１） 受講者は、受信状態の良い環境を整え、主催者が指示したものを事前に準備して

おくこと。 

（２） オンライン講座では Google Meet を利用するため、参加に必要な知識は事前に得て

おくこと。 

（３） 受講中は、途中退席をしないこと。（主催者が許可する場合を除く） 

（４） 受講中は、講師の指示に従うこと。 



（５） オンライン講座の受講者による録音・録画は一切禁止する。 

（６） オンライン講座に関する URL、ID、パスコード等を第三者と共有、第三者への譲渡、

または貸与の一切を禁止する。 

 

第１５条（著作物） 

本講座受講において、主催者からの配布資料（デジタル画像を含む）や受講者が受領した

テキスト等の著作物（以下、「本著作物」という）に関する著作権及びその他の知的財産権

は主催者に帰属し、受講者が主催者の事前承諾を得ずに、これらを侵害する行為（次にあ

げる行為を含む）を行うことを禁じる。 

（１） 本著作物の内容を、本人または第三者の名をもってSNS上に掲載する等、インター

ネットを通じて第三者に送信、または公衆に開示する行為。 

（２） 本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて本人または第三者の著作物に掲載す

る行為。 

（３） 私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製、改変等をして第三者に配布、また

は提供する行為。 

（４） その他、本著作物等の著作権及び知的財産権を侵害する行為。 

（５） 本著作物等を公序良俗に反する行為に利用すること、または主催者の名誉を傷つ

ける行為。 

 

第１６条（肖像権） 

受講者は、本講座・イベント・その他の活動内容について、記録媒体にて撮影することを認

め、また、撮影された記録媒体を本講座の PR 活動に関わる範囲において、利用すること

について了承するものとする。但し、受講者から削除依頼があった場合は、双方協議の上、

対応を検討するものとする。 



 

第１７条（秘密保持） 

受講者は、本講座によって開示された主催者固有の技術上、営業上、その他事業の情報

やノウハウ等の情報を使用し、または第三者に開示することを禁じる。 

 

第１８条（厳守次項） 

受講者は受講にあたり、次にあげる事項を厳守しなければならない。 

（１） 主催者への迷惑行為や一切の勧誘をしないこと。 

（２） 本講座では主催者の許可がない限り、受講者は録音・録画をしてはならない。 

 

第１９条（受講資格の失効） 

受講者は次にあげるいずれかの事由に該当した場合には、本講座の受講資格が失効し、

その後、当該講座の受講禁止となる。また、資格を失効した場合においても、受講料の返

金は一切しないものとする。 

（１） 本規約、または法令に違反した場合。 

（２） 主催者の同意なく、講座の内容を第三者に開示した場合。 

（３） 公序良俗に違反し、または犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合。 

（４） 主催者の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を侵害した場合。 

（５） 主催者または本講座の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実があ

る場合。 

（６） 本講座の受講申し込みその他、主催者に伝えた情報に虚偽の内容があったと認め

られた場合。 

（７） 本講座の事業活動の妨害、及び本講座に悪影響を及ぼす行為が発覚した場合。 

 



第２０条（地位の譲渡） 

本講座の受講者の地位を第三者に譲渡することを禁じる。また、受講者が死亡した場合、

受講資格は失効する。 

 

第２１条（損害賠償） 

受講者は、本規約及び法令の定めに違反したことにより、主催者及び本講座を含む第三

者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとする。 

 

第２２条（免責次項） 

（１） 主催者は、本講座について、その有用性・正確性・最新性・真実性・将来性の結果

について、明示的にも黙示的にも一切保証しないものとする。 

（２） 本講座の遅滞・変更・中断・中止・情報等の流出または消失、その他本講座に関連

して発生した受講者または第三者の損害について、主催者は一切の責任を負わな

いものとする。 

 

第２３条（条項等の無効） 

本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法または無効であると判断

された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。 

 

第２４条（協議事項） 

本規約の解釈について疑義が生じた場合、または定めのない事項については、信義誠実

の原則に従い協議の上、誠実に解決を図るものとする。 

 

第２５条（本規約の改定） 



本講座は、必要に応じていつでも本規約を改定することができるものとする。改定後の規

約は、主催者が本講座のウェブサイトその他適宜の場所に公開した時点で効力を生じるも

のとする。 

 

第２６条（管轄合意） 

本講座または本規約に関する一切の紛争については、主催者の住所を管轄する地方裁

判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

以上 

 

 

   最終改定：２０２５年１月１１日 


